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要   約： 

 本稿では，競争制限行為を理由に差止や損害賠償などの救済を求める競争請求について，各国

の実質法制度を概観した上で，渉外的な競争請求から生じる国際私法上特に重要な 3 つの問題，

すなわち，国際裁判管轄，準拠法，外国判決の承認執行の問題を扱った。 

 各国は競争請求を認める点で共通するが，各国の実質法制度は，実体的側面だけでなく，手続

的側面においても，大きく異なっている。そのため，渉外的な競争請求が問題となる場合には，

準拠法など国際私法上の問題が生じる。しかし，我が国においては，これまで，渉外的な競争請

求から生じる国際私法上の問題について，ほとんど議論がなされていない。むしろ，渉外的な競

争請求を含む，競争法の国際的側面に関する議論の対象は，我が国の競争法がどこまで適用され

うるか，すなわち，いわゆる「域外適用」の問題であり，我が国における外国競争法の適用可能

性はほとんど検討されていない。その理由としては，競争請求が多くの場合根拠とするであろう

競争法が，自国の経済政策のもと，公的利益を保護する公法に属すると考えられているため，競

争請求も公法上の問題と捉えられていたことが推察できるであろう。実際に，課徴金納付命令や

排除措置命令といった競争当局による公的執行の場合には，被害者に対する私法上の救済といっ

た私的利益ではなく，市場における競争秩序の保護といった公的利益が問題となる。公的利益が

問題となる公的執行は，公法上の問題として扱われるべきであろう。それに対して，競争請求は，

間接的に市場秩序の維持に資するといえども，1次的には，競争制限行為の被害者に私法上の救

済を与えるものである。また，競争請求のもと私法上の救済を求めるか否かは，被害者自身に委

ねられており，被害者の意思に関係なく，競争当局が一方的に行う公的執行とは性質が異なる。

これらの点を考慮すれば，競争請求が公法的な性質を有するとされる競争法に基づく場合であっ

ても，本質的には被害者に対する救済を扱う私法上の問題と考えられるであろう。そのため，私

法上の問題と考えられる競争請求は，EU及びスイスと同様に，法選択（国際私法的）アプロー

チにより規律することも可能であり，むしろそうすべきであろう。また，従来，域外適用アプロ

ーチを採用しているとされる米国においても，近時，外国競争法の適用可能性が完全には排除さ

れていないことが指摘されるだけでなく，米国も法選択アプローチを採用しているとする見解が

主張されている。 

 渉外的な競争請求が私法上の問題として扱われ，外国競争法の適用可能性を認める法選択アプ

ローチにより規律される場合には，国際裁判管轄，準拠法といった国際私法上の問題が生じる。

国際私法上の問題の中でも，競争請求に関する国際裁判管轄と準拠法の問題は相互依存的に生じ

る。というのも，外国競争法が準拠法として我が国の裁判所で適用されえないのであれば，そも

そも国際裁判管轄を認める必要がなく，また外国競争法に関する請求について，国際裁判管轄が

認められえないのであれば，準拠法を検討する必要もないからである。本稿では，これらの問題

に加え，外国判決の承認執行という国際私法上特に重要な 3つの問題を扱った。いずれの局面に

おいても，競争請求が多くの場合，公法的性質を有するとされ，市場における効果に焦点を当て

る競争法に依拠することから，競争法の公序的性質や，競争法の適用根拠として国際的に承認さ

れている効果理論が考慮されるのか，また考慮されるとすれば，どの程度考慮されるべきかが主

たる論点となる。私見としては，競争法の公序的性質ないし効果理論が考慮される程度は局面ご
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とに異なりうるが，いずれの局面においても，一定程度考慮されるべきであると考える。という

のも，そうでなければ，実質法上だけでなく，国際私法上も，事理に適した解決が導かれえない

からである。 

 第 1に，国際裁判管轄の局面に関してである。国際裁判管轄の局面においては，とりわけ，管

轄原因の一つである不法行為地の解釈にあたり，効果理論がどのように，そしてどの程度考慮さ

れるかが問題となる。競争制限行為により最終的に被る損害は金銭的損害であり，競争請求によ

り当該損害の填補が求められることを考慮すると，不法行為地の一つである結果発生地は，金銭

的損害が生じた地と解釈することも可能である。たとえば，被害者の本拠地ないし具体的な財産

の所在地が結果発生地と解釈されるかもしれない。しかしながら，競争法は，公正かつ自由な競

争の促進，すなわち，市場における競争秩序の保護（たとえば，市場への新規参入や適正な市場

価格での物品等の購入のような各人の競争上の利益）を直接的な目標としている。このような競

争法の目的を踏まえれば，競争制限行為により被る金銭的損害は，市場における競争侵害から生

じる 2次的損害に過ぎず，市場における競争秩序の侵害が 1次的損害であると考えられる。その

ため，競争秩序が侵害される地，すなわち，競争制限行為が生じた市場地を結果発生地と解釈す

ることも可能であり，むしろこのように解釈すべきであろう。というのも，このような解釈は，

競争制限効果が生じた市場地が問題となる競争制限行為と密接な関連を有している点からも適

切であるからである。競争法が一般に効果理論に基づき適用されることを重視すれば，自国市場

で競争制限効果が生じていないため，競争法が適用を求めない国に国際裁判管轄を認めるべきで

ないようにも思われる。しかし，国際裁判管轄の局面においては，効果理論を固持する必要はな

いと考えられる。というのも，国際裁判管轄の局面においては，国際裁判管轄が認められる地の

競争法が適用されるか否かではなく，証拠収集の便宜，被害者の提訴の便宜，加害者の予見可能

性及び不法行為地の公序との関係といった観点が重要であるからである。そのため，競争制限効

果が生じる市場地以外にも，問題となる競争制限的な協定の締結地や実施地といった一定の関連

性が認められる地には国際裁判管轄が認められるべきであろう。 

 第 2に，準拠法の局面についてである。準拠法の局面においては，準拠法を決定する連結点の

決定にあたり，効果理論がどの程度考慮されるかが問題となる。前述の通り，競争法が市場にお

ける競争秩序の保護を直接の目的としていることから，競争制限行為が侵害する法益は，市場へ

の新規参入や適正な市場価格での物品等の購入のような各人の競争上の利益であると解せられ

る。このような競争法の性質を踏まえれば，効果理論を国際私法上においても具体化し，競争上

の利益が侵害される，すなわち，競争制限効果が生じる市場地の法を準拠法とすべきである。ま

た，このように競争制限行為と最も密接な関連を有する市場地法からの逸脱は原則として認めら

れるべきではないであろう。というのも，市場地法からの逸脱を認めると，通常，市場地法以外

の法は，問題となる行為を規律する利益を有しないことから，最終的に被害者への救済が認めら

れないほか，市場秩序の維持という目的が果たされえないと考えられるからである。また，競争

法が市場における競争制限効果に焦点を当てることを踏まえれば，問題となる市場地以外に密接

な関連を有する法はほぼ考えられないため，原則として，市場地法からの逸脱を支持する根拠は

ないであろう。この意味においては，準拠法の局面における効果理論の影響は，国際裁判管轄の

局面におけるものと比較してより強いものである。 

 第 3 に，外国判決の承認執行の局面についてである。外国判決の承認執行の局面においては，

とりわけ，競争法が有する公序的性質を有することから，公序の枠組みにおいて，効果理論がど

の程度考慮されるのかが問題となる。具体的には，承認国競争法が適用を求める場合に，承認国

競争法を適用しない，又は適用に誤りがある外国競争判決が承認されうるかが問題となる。我が

国を含め多くの国は，自国の市場秩序を維持するため，競争政策に沿った独自の競争法を定め，

効果理論に基づき，一定の行為を規制している。各国法が禁止する行為類型は一定程度共通して
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いるが，問題となる行為が禁止されるか否かの具体的な判断基準は必ずしも同一ではない。その

ため，我が国の市場で問題となる行為に対し，我が国の競争法が適用を求めるにもかかわらず，

外国法が適用される場合には，ある行為が禁止されるか否かについて複数の判断基準が存在する

こととなる。その結果として，ある行為について，判断基準の相違から，我が国の市場において

規制される場面と許容される場面が生じうることとなり，我が国の競争法が指向する市場秩序は

損なわれうる。同様の結果は，我が国の競争法の適用に誤りがある場合においても生じるであろ

う。このように，我が国の市場秩序が損なわれる場合には，外国競争判決の承認執行を公序に反

するとして拒絶するべきであろう。外国競争判決の承認執行の局面においても，効果理論は，公

序の枠組みにおいて，重要な影響を及ぼすべきであろう。 

 前述の通り，競争請求は，1次的に競争制限行為の被害者に私法上の救済を与えるものである

ことから，私法上の問題として扱われるが，国際私法上の問題のいずれの局面においても，事理

に適した結論が導かれるよう，競争請求に特有な効果理論が一定程度考慮されるべきであろう。 

 本稿では，競争請求に関する各国の実質法制度に加え，裁判所での訴訟の枠組みにおいて，不

法行為的性質を有する競争請求から生じる国際私法上特に重要な 3 つの問題を扱った。しかし，

渉外的な競争請求をめぐっては，当事者間の契約から生じる契約上の競争請求をめぐる問題や，

代替的な紛争解決手段である仲裁の利用可能性といった問題が残っている。これらの問題につい

ては，今後の課題としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


